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英国ではこのところ、多くの産

業分野や職種で派遣社員として働

く人が大きく増えている。金融業

界のリストラが失業増大に拍車を

掛けているほか、ワークライフバ

ランス（仕事と生活の調和）の向上

を求めて仕事に多様性と柔軟性を

持たせるため、あえて正社員の道

を選ばない層が拡大していること

が背景にある。

雇用者からすれば、派遣社員はあら

ゆるレベルで一時的な人材不足を埋め

合わせたり、短期の業務契約をカバー

したりするのに用いることができる。

派遣社員の単純な時間当たりのコスト

は正社員よりも高いが、採用活動の費

用、年金などの会社負担、疾病手当、

研修費用などは掛からない。また双方

が合意すれば待遇を正社員に切り替え

ることもでき、通常の採用活動よりも

コストを抑えられる。

ただ近年は派遣社員のコストが

いっそう増大している。理由の１つ

は派遣社員にも人材派遣会社を通じ

て有給休暇を取得する権利が与えら

れたためで、これにより時間当たり

のコストは約８％上昇した。

さらに欧州連合（ＥＵ）の雇用社会

問題担当相理事会は６月、「派遣労働

者指令」の施行で一致。英産業連盟

（ＣＢＩ）と労働組合会議（ＴＵＣ）が

派遣社員の権利をめぐって合意し、

これまで同指令に反対していた英国

が賛成に回ったためだ。指令が成立

すれば、派遣社員のコストはさらに

増えることになる。

派遣労働者指令の影響

派遣労働者指令は順守すべき最低

限の用件の枠組みを定めている。雇

用主には派遣社員に対して正社員と

同等の基本的雇用条件、すなわち「均

等処遇」を与えることが義務付けられ

る。ただ、これは加盟各国が独自に

定めた一定の雇用期間後に適用さ

れ、英国では12週間後となる予定。

「均等処遇」の具体的な定義は示さ

れていないが、雇用終了の通知、職

業訓練の機会提供、各種特典の供

与、苦情処理の手続きなどについて

となりそうだ。さらに同一賃金や法

定疾病手当、休憩時間、有給休暇、

その他の労働時間といった雇用条件

に関する権利も拡大される。

一方、各企業独自の年金制度や疾

病手当制度などは対象に含まれな

い。なお新指令には、派遣先の企業

が派遣社員を直接雇用に切り替える

際、人材派遣会社がこれを阻止しよ

うとする行為を制限する内容も盛り

込まれている。

法改正でコスト拡大

英国では派遣労働者の雇用に関す

る重要な法改正が10月27日に実施

された。「2008年期限付き雇用契

約の従業員（不利な処遇の防止）規

制（改正）」の施行だ。これにより、

契約期間に関係なく、すべての派

遣社員に正社員と同等の法定疾病

手当の受給資格が与えられるよう

になった。従来、３カ月未満の期

限付き雇用契約の派遣社員は同手

当を請求する権利がなかったが、

今回の改正で派遣社員のコストは

さらに増えることになる。

派遣社員は通常、人材派遣会社に雇

用されている。派遣社員の権利を守る

ため、源泉所得課税や国民保険の保険

料を控除し、有給休暇などを与えるの

は人材派遣会社の義務となる。

また歳入関税庁は2009年４月１日

から従業員雇用特権（Staff  Hire

Concession）を撤廃すると発表し

た。これまで派遣先企業は同特権に

より、派遣先企業は派遣社員につい

ては手数料分だけに付加価値税（Ｖ

ＡＴ）を課すことが認められるケー

スが多かった。しかし今後は派遣社

員の賃金と手数料の事実上すべてに

ＶＡＴがかかってくる。これはＶＡ

Ｔの還付を申請できない企業にとっ

ては大きなコスト増を意味する。現

在ＶＡＴの免除または減免を受けて

いる企業が多い金融、医療、慈善な

どの分野に大きな影響が及ぶことに

なる。

こうした法改正で、派遣社員と正

社員のコストの差がどれだけ縮まる

かに関心が集まるところだ。雇用の

柔軟性というメリットはあるもの

の、人材派遣会社への報酬が人件費

に上乗せされることを考慮すれば、

派遣社員はもはや割安な代替労働力

とはならなくなる可能性もある。

（以上の説明は、概要を示したもの

で税務・経理アドバイスではありま

せん。個々の詳細などについては、

会計士または税理士に直接お問い合

わせ下さい。）
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